
工事費内訳書提出方式要領 

（目 的） 

第１条 入札参加者の真摯な見積努力を促し、入札における競争性をより一層高める

ことにより良質な施工を確保するために、入札時において工事費内訳書の提出を求

めることとする。 

(対象工事） 

第２条 競争入札により行う全ての工事とする。 

（設計図書等の配布） 

第３条 設計図書等は、次により配布するものとする。 

⑴ 設計図書等の配布期間、配布場所及び配布の方法を公告に明示する。 

⑵ 設計図書等は、公告後電子入札情報システムから配布する。 

（現場説明） 

第４条 市長が必要と認めるときは、現場説明を行うことができる。現場説明を行う

場合は、その旨、日時及び場所等を公告に明示するものとする。 

（工事費内訳書の提出） 

第５条 入札に際し、入札参加者は次により工事費内訳書を提出するものとする。 

⑴ 一般競争入札事後審査型では、落札候補者のみ入札書に記載された入札金額に

対応した工事費内訳書を確認するものとする。 

⑵ 一般競争入札事前審査型では、入札参加資格を確認された者のみ入札書に記載

された入札金額に対応した工事費内訳書を提出するものとする。 

⑶ 指名競争入札では、予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の入札者のうち最

低の価格で入札した入札参加者のみ入札書に記載された入札金額に対応した工

事費内訳書を確認するものとする。 

⑷ 工事費内訳書の様式は任意とするが、別紙「工事費内訳書作成例」を参考に作

成する。その記載内容は数量、単価、金額等を明らかにした工事費内訳書として

の内容を備えたものとする。 

⑸ 入札担当課が不誠実な事項の有無等を確認する。 

⑹  内訳書は、提出による確認後契約担当課が保管するものとする。 

（入札の無効等） 

第６条 入札執行者は、次に掲げる場合に該当する時は、当該入札参加者の入札を無

効とするものとする。 

⑴ 入札参加者は、入札執行者が指定する日時及び第５条第４号により、工事内訳

書の提出を行っていない場合。 

⑵ 入札参加者が提出した工事内訳書について、入札書の金額と一致していない場

合。 

⑶ 入札執行者が閲覧に供する設計図書に供する費目・工種・施工名称と同一の費

目・工種・施工名称を明らかにした内訳により見積もっていない場合。 

附 則 

この要領は、平成 ８ 年 ４ 月２２日から施行する。 

この要領は、平成２３年 ４ 月 １日から施行する。 

この要領は、平成２３年１０月２１日から施行する。 

この要領は、平成２７年 ４ 月  １日から施行する。 


